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旗竿敷地における境界部分の形態と相隣関係に関する研究 

A Study on a form of domain as boundary and neighborhood relations 
at flag-shapes site 

 
建築計画分野   前村聡司        

 
近年の宅地開発により個性のない住宅群が建ち並んでいる。敷地の狭小化、細分化によって高密

になる住環境の中で、旗竿敷地を街区、敷地延長の規模や使われ方、境界部分の設え、住宅との関

係から評価した。そして、奥まっていることに対する意識の違い、短所を解消するための個性的な

暮らし、敷地延長による生活の拡張、住民による境界部分の調整、生活行為による境界部分の再構

築などの特性が見られ、旗竿敷地は住民間で個性を生かして暮らしていくための要素になり得る。 
Houses without the personality build by housing land development recently. Dwelling environment 

becomes high-density by narrow and fragmentation of site, and we evaluate in flag-shapes site 

from relationship among block, scale and use of site extension, equipment of domain as boundary, 

house. As a result, there are characteristics, such as difference in consciousness for standing back , 

personality life to dissolve demerit, expansion of the life by site extension, control of domain as 

boundary by resident, reconstruction of domain as boundary by act of life. Flag-shapes site can be 

elements for living while making use of inhabitants personality. 

 
1. 研究背景および目的 

近年の宅地開発では、多くが土地を最大限に活用す

るために、宅地を敷地規模の揃った整形地に分割し、

同じような規模の住宅が道路沿いに建ち並んでいるの

が現状である。個性のない住宅が増えていく中で、近

隣間で付き合いが希薄化し、通りに対しても住民の生

活の様子が表れにくくなっている。住宅地では敷地を

細分化することが多くなっており、敷地の狭小化、細

分化は住宅規模についても縮小の方向に向かわせる大

きな要因であり、本来満たされるべき独立住宅地とし

ての住環境は低下している。建築協定や地区計画等に

よる敷地分割制限のない住宅地では、年数の経過に伴

う街区内の建物の増加で「旗竿敷地」が発生し、引き

込み道路(位置指定道路、位置指定されていない私道)

や旗竿敷地の敷地延長部分が生じる。細分化による住

戸密度の増加は、良好な住環境を阻害する恐れがあり、

同時に住宅地の街路景観にも影響を与えている。本研

究では、小規模・高密度になる中で、敷地延長の空間

や境界部分の空間を住民がどう捉えて、使いこなして

いるのかを明らかにする。失われていく住環境を補い、

住民にとってのより良い居住環境を形成していること

を示す。 

※「旗竿敷地」とは、敷地の一部が前面道路まで細長

く路地状に延びている敷地形状を指す。建築基準法に

より、私道でも公道でも、幅４ｍ以上の前面道路に敷

地は２ｍ以上接していなければならない。 

2. 調査概要 

 調査対象地は兵庫県西宮市の甲東園地区（図１）と

奈良県奈良市の富雄地区（図２）である。グリッド状

に整備された小さな街区が多い地域ではなく、規模と

して大きな街区が残っている住宅地を選定の基準とし

た。甲東園地区につい 

ては甲東園駅から門戸 

厄神駅の区間にある住 

宅地から対象となる敷 

地を 136 箇所、富雄地 

区については富雄駅の 

周囲にある住宅地から 

20 箇所抽出し、旗竿敷 

地の敷地延長や隣地境 

界部分の利用状況を把 

握するための観察 

調査を行った。そ 

の中から協力の得 

られた 8 件に対し 

て、ヒアリング調 

査と実測調査を行 

った。  
図 2 富雄地区 

 図 1 甲東園地区 



 

3.1 旗竿敷地の概要と特徴 

旗竿敷地は、図３のように

ⅰ）敷地延長の部分 ⅱ）建

物が建てられる有効宅地部分

に分けられる。ⅰ）敷地延長

部分は十分な間口や奥行きが

なく、面積が小さいため、駐

車場が最も現実的な利用方法

となっていている。ⅱ）有効宅地部分について、面積

は周辺の宅地と同じくらいで敷地延長を含めると周囲

よりも大きいが、敷地延長部分からしか行き来できな

いため、全体として土地の価値は低くなる。 

3.2 土地の変遷と旗竿敷地の成立 

 旗竿敷地が生じた敷地の経年変化を調べると、Ⅰ～

Ⅵのような細分化のパターンがあることがわかった

(図４)。Ⅱのパターンが最も多く、Ⅰのように駐車場

だった土地の一部が宅地に変化したものやⅥのように

後から住宅が入り込んだものもあることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  まちづくりに関する条例 

 ここでは、西宮市のまちづくりに関する条例として

最低面積と用途地域の関係、後退距離と用途地域の関

係について表 1 に示す。合わせて第３種風致地区にお

ける建築等の規制に関しても示す。 

3.4 街区形態について 

調査対象の地区においては旗竿敷地を有する街区に

ついて、街区の形、面積から分類する。街区の形に関

して、各街区の頂点の数、頂点間を結んでいる線の種

類など、旗竿敷地を有する街区においてその組み合わ

せは様々であることがわかった。直線的な一方向の形

のものだけでなく、Ｌ字に曲がった形や凹凸の形にな

っているものなど、割合として不整形な形の街区が多

く見られた。街区として奥行きが場所ごとに異なり、

一定でないことが街区の中心部分に道路に接すること

のない余った土地を生み出す要因になっていると考え

られる。甲東園地区と富雄地区の調査エリアにおける

旗竿敷地を有した街区の分布を図 5、図 6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 街区形態の分類 

様々な形の旗竿敷地を有する街区を簡略した形を元に

4 つのタイプに分類した。図７のように図の上部を北

として見たとき、簡略図の東西方向の辺が長辺となる

ものを「水平型」、南北方向の辺が長辺となるものを「直

行型」、くの字のように折れていて「水平型」と「直行

型」が組み合わさったものを「Ｌ字型」、それ以外のも

のを「特殊型」とする。旗竿敷地は、水平型の街区に

最も多く見られた。そして、水平型は街区面積が最も

小さいことから、比較的大規模な街区には発生しにく

い傾向がある。細分化によって旗竿敷地が発生してい

ることから、旗竿敷地が発生している街区において、

小規模な敷地の住宅が高密度に建てられているとわか

 

 
図 3 旗竿敷地の例 

 
図 5 甲東園地区の街区分布 

 

 
図 6 富雄地区の街区分布 

図 4 細分化による変化 

表 1 条例、風致地区の建築物への規制 



 

る。また、Ｌ字型のような変形した街区に旗竿敷地が

発生しやすいのは、土地の細分化の時に土地が余りや

すいことが要因といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 街区形態と敷地の接道方位 

対象とする旗竿敷地に対して、

どのような条件下で発生している

のかをいくつかの項目から検討す

る。ここでは項目として接道方位

(図８)、前面道路の幅員、街区の

規模を挙げる。全対象について方

位別に見ると、北・西側接道の割

合に比べて東・南側接道の割合が

大きいことがわかる(図９)。図 10

から、東側接道の敷地は水平型に

最も多く、南側接道の敷地は直行

型に最も多いことから、これらの

敷地は街区の中心に近く、敷地延

長以外は道路に接しないものが多 

 

 

 

 

 

 

いといえる。ここで、4 つのタイプの街区の奥行きを

求めるに当たり、「Ｌ字型」や「特殊型」のような不整

形な街区は奥行きが一様でないため、整形な街区を想

定して得られた平均的な値を、求める街区の奥行きと

して算出した。想定する整形な街区とは、評価しよう

とする街区の全域を囲む形の中で最も面積の小さいも

のとする。図 11 に算出方法の例を示す。図 11 より求

めた結果から、4 つの街区形態の街区の奥行きを接道

方位ごとに示す(図 12)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旗竿敷地が東・南側接道が多く、北側接道の敷地が少

ないのは、敷地延長が近接した空間において日照を確

保するための補完的な役割や外部空間を取り入れやす

くする役割を担っているからだと考えられる。敷地形

態による短所を克服するための空間として敷地延長が

機能することで、日常生活の中で住民の敷地延長に対

する積極的な利用を促すことにもつながる。 

街区の規模で見てみると、街区の形態や街区の厚みに

よって、旗竿敷地の接道方位に偏りがあることがわか

った。街区として南北方向に厚みが大きい直行型の街

区に対しては南側接道の敷地の割合が他の方位の敷地

よりも多かった。また、南北方向の街区の厚みが小さ

い水平型の街区に対しては北側接道の敷地の割合が東

側と並んで高く、街区面積として小さいところに北側

接道の敷地が多い。このことから、北側接道の敷地は

街区の中心部に近い、奥まったところには発生しにく

いと言え、北・南側接道の敷地の発生と街区の形態や

厚みに関係性があることがわかる。反対に東・西側接

道の敷地に対しては、街区の形態や厚みはあまり関係

が見られない。全体として東側と南側接道の旗竿敷地

が多いのは、敷地延長を生活空間の一部として活用し

ながら、生活が展開される可能性が高いからだと考え

られる。 

4.1 敷地延長の利用実態 

各事例の敷地延長に対して、間 
口の幅と奥行き、自動車の有無な 
どの利用状況、床面のデザインか 
ら利用実態を把握する。前面道路 
と接している長さを「間口」、前面 

 
図 8 接道方位の例 

 
図 12 街区形態と街区の奥行きの平均値の関係

図 9 接道方位の割合 

 
図 7 4 つの街区タイプ 

 

表 2 タイプ別平均街区面積と対象敷

 
図 10 街区形態と接道方位の割合 

 
図 11 奥行きの算出方法の例 図 13 間口の幅の割合 



 

 

道路側の住宅と接している長さを「奥行き」とする。

間口の幅員は 2ｍ～3ｍのものが約 70％と最も多く、奥

行きについては、9ｍ～12ｍが最も多い（図 12、図 13）。

敷地延長規模として間口と奥行きのそれぞれの関係を

図 15 に示す。 

 

 

 

 

 
 

4.2 床面のデザイン 

住宅が前面道路面していない旗竿敷地の住宅にとっ

て、敷地延長は外観の印象に大きく影響する。景観と

しての意味においても床面のデザインは街の見た目に

も大きく影響する。床面に用いられている材料は石、

レンガ、タイル、アスファルトやコンクリートに大き

く分けられ、特に手を加えずに砂利のままの床面もあ

る。また、花壇のための土を敷いていたり、植物を植

え込んで一部を緑化している床面もあった。床デザイ

ンの 4 つの分類(表 3)と敷地延長の規模、使われ方の関

係を規模別に図 16～図 19に示す。 
 

ⅰ）通路系：敷地延長がコンクリートやアスファルトで舗装され

ていて、道路と同じような床面のデザインになっているもの。 
ⅱ）複合：花壇、タイル、レンガなどいくつかの素材を組み合わ

せた床面のデザインになっているもの。 
ⅲ）単一：花壇、タイル、レンガなどの 1 種類の素材を用いて前

面道路とは異なる床面のデザインになっているもの。 
ⅳ）舗装なし：床面が砂利や土のままになっていて何も手が加わ

っておらず、特に床面がデザインされていないもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、床面のデザインから分類した 4 つのタイプにつ

いて、それぞれのタイプごとに使われ方との関係を示

す(図 20、図 21)。駐車スペースについてはその内訳も

含めて使われ方との関係を見ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 16～図 19 から、敷地延長の間口と奥行きの組み合

わせによって、敷地延長の使われ方に影響があること

がわかる。敷地延長を駐車スペースとしてだけ利用さ

れているものは少なく、植栽等も一緒に設えていると

ころが多かった。図 20 と図 21 から、駐車スペースと

しての利用に関する内訳を見ると、床面を「単一」も

しくわ「複合」のタイプとしてデザインしている敷地

延長よりも、「通路系」のようなあまりデザインされて

いない空間のほうが植栽等を設える傾向にあることが

わかった。自動車の駐車スペースとして利用されてい

 
図 16 間口 1ｍ～2ｍの場合の規模と使われ方 

表 3 床デザインの 4 つの分類 

 

 

 
図 18 間口 3ｍ～4ｍの場合の規模と使われ方 

 

 

図 17 間口 4ｍ以上の場合の規模と使われ方 

  
図 20 床デザインタイプと使われ方の関係 

 

 
図 21 駐車スペースにおける使われ方の関係 

 

図 14 奥行きの割合 
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図 15 敷地延長規模の割合 

図 17 間口 2ｍ～3ｍの場合の規模と使われ方 

 

図 19 間口 4ｍ以上の場合の規模と使われ方 

 



 

るものであっても床面がデザインされていたり、部分

的に植栽が置かれていたりしていることから、敷地延

長は単なる駐車スペースではなくいくつかの機能を同

時に担っているといえる。 
4.3 境界部分の設えの実態 

敷地延長は前面道路だけでなく、隣接する住宅との間

も含めて、外部との様々な境界部分が存在する。敷地

延長の接する敷地が住宅ではなく、空地になっている

ものも多かった。このとき境界部分は以下の役割を担

っている。図 22 で 4 つの役割を断面的に示す。 

ⅰ）敷地延長を独立させる 

敷地延長の多くが駐車スペースとして利用されてい

るが、境界部分が視線も通らないような高さの塀で囲

まれていたり、屋根が取り付けられていることで、周

囲とのつながりが弱い断絶された空間となっている。 

ⅱ）敷地延長に開放感を与える 

旗竿敷地が隣り合うと敷地延長も隣り合うので、合

わせると大きなオープンスペースが生じる。隣り合っ

た敷地延長側には境界としての設えがない場合が多く、

敷地延長が開放的な空間になりやすい。 

ⅲ）近隣住宅との連続的なつながりをつくる 

ⅰ）のようにオープンスペース側に境界となる設え

がなく、住宅側の境界部分も十分に人の気配が感じら

れるほど高さが低いものがある。敷地延長が外部空間

と近隣住宅との連続的なつながりを生み出すことで、

交流のきっかけの場になる可能性がある。 

ⅳ）趣味活動、表出の場の拡張 

境界部分である塀の上やフェンスなどにプランター

を引っ掛けていたり、境界部分の際に花壇が作られ、

花が植えられていたりと、境界際の空間が趣味活動の

場の一つになっている。敷地延長の幅員に余裕のない

場所では、プランターなどの植栽が境界となる設えの

代わりとして置かれているものもあり、表出があるこ

とが周囲との境界をつくることになっている。 

4.4 敷地形態と住宅との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. まとめ 

各事例についての敷地と住宅の配置図、ヒアリング内

容を以下の図 23 に示す。これらの事例から 5 つの特徴

が得られた。 
・奥まっていることに対する意識の違い 
周囲の住民の方が旗竿敷地の奥まっている環境に対し

て閉じた生活をしており、囲まれているが気兼ねなく

生活している。 
・短所を解消するための個性的な暮らし 
周囲が囲まれていることによる独立性や閉塞感を生か

して、2 階を家族で過ごす場として計画したり、住宅

の周りを好きなようにガーデニングしたりと個性的な

暮らしを展開している。 
・敷地延長による生活の拡張 
敷地境界線のぎりぎりまで住宅が建てられることがほ 
とんどで、敷地延長は外とのつながりをつくる重要な

空間であり、日照や風通しの確保といった住環境を補

う空間である。 
・住民による境界部分の調整 
境界部分は外や隣との関係をつなげたり、断絶する要

素である。住宅内での過ごし方や近隣との付き合いに

応じて変化・調整していくことで、それまでの境界に

とらわれない暮らしを展開している。 
 

 

 

 

 

 

 

 図 22 境界部分の 4 つの役割 

 

 

 



 

・生活行為による境界部分の再構築 
旗竿敷地は細分化される過程で隣同士でつくられ、物

理的に仕切ることなく、一体的なオープンスペースと

なっていることも多い。表出の行為などが、近隣住民

に同じような行為を誘発し、新たな境界部分が構築さ

れる。 
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図 23 事例一覧 

 



 

討議 
 
 
討議 [宮本先生] 
 前半の形の話のことなんですが、旗竿敷地の周長が

いくつとかどちら向きに付いているとか気にしても意

味がない。それよりも、なぜそのような形ができたの

かの方が重要で、整形なところから形を取っていった

ら旗竿敷地ができたとか、そんな話が聞きたい。 
回答 
実際には、土地を分割していく段階で旗竿の形をつ

くる方が、限られた土地の中において有効な面積を多

くつくれるということはあります。また、先に道路側

に建てていくことで、間口は狭いけど奥に建てれば住

宅地として使えるという、敷地ができる前後関係から

生じているものがあります。 
 
討議 [宮本先生] 
 君が言ったように、形がそのまま使われ方に関係し

てくるよ。それで使われ方をイメージして旗竿敷地は

つくられていると思うけどね。是非ともそっち方面か

ら攻めてください。目の前にあるものをそのまま見る

んじゃなくて、歴史的にどのようにできていったかを 
見ていくと見えてくることも多いと思うよ。 
 
 
討議 [倉方先生] 

先ほど「周囲の住民の方旗竿敷地に対して閉じた生

活をしている」とか「生活の拡張」とかなどは、今話

していた成立の過程みたいなことと連関がある部分も

あると思う。「閉じた生活をしている」というのは道路

に面している側とは反対に裏になっていると言った方

がいいと思うが、これは生活のソフトの部分を言って

いるのか。 
回答 

 ヒアリングなどで周囲の方が旗竿敷地の側に対して

ずっとカーテンをしているとか、窓などの開口がない

ということを聞けたので述べています。 
 
討議 [倉方先生] 

それはどういう意味を持つんですか。 
回答 

 周りの人が気にしていないということで、旗竿敷地

に住んでいる人にとっては気持ち的に開放的な暮らし

をしていて、外から見ているのと違った生活が展開さ

れているということです。 
 
 

討議 [三谷先生] 

旗竿の敷地もうまく使っていけば、といったような

話がありましたが、避けられれば避けた方がよいとい

う気もするんです。生じる原因は先ほどの話のように

ある規模の宅地を割っていくからだけど、そもそも狭

い間口であっても市場にのっかっていけるようなプラ

ンの住宅がないことが気になっている。長屋などは別

にして、他のところは 1ｍ後退するから真ん中の残る
敷地が狭くなるから、制度も含めて全体の仕組みとい

うか住宅の形式の話まであるといいと思うんですけど

ね。 
 

回答 
プランニングについては、今回ちゃんと聞けなかっ

たこともあって、どういった計画がされているといっ

た話はできなかったんですが、暮らしている人にとっ

ては周りが思っている印象とは違うということが伝わ

ってきました。短所の部分よりも良い部分の方が多い

と考えている人が多かったのは意外なことでした。 
 
 
討議 [倉方先生] 

 歴史的に見ると、街区のまわりから敷地を取ってい

くので市街の中に空き地ができるのは世界でも割と当

たり前のパターンで、全部使い切るとなると旗竿にな

るということのように思う。そういうのだからできる

暮らし、地域の隣接性みたいなこととかを地理的、歴

史的な中で検討するとよかったと思う。 
 

回答 

歴史的な変遷や土地柄といった部分も合わせて考え

ることができればよかったと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


